
周防大島町議会広報　2019（平成 31 年）第 57 号7

【
一
般
会
計
】

問　
橘
斎
場
の
主
な
工
事
内
容
は
？

答　

火
葬
炉
２
基
の
更
新
、
機
械

設
備
、
配
管
施
設
、
炉
前
ホ
ー
ル
の

空
調
設
備
等
の
更
新
工
事
を
行
う
。

問　

利
用
者
募
集
を
し
て
い
る
「
や

し
ろ
郷
ふ
れ
あ
い
の
里
」に
つ
い
て
、

問
合
せ
は
？

答　

３
年
前
に
問
合
せ
が
あ
っ
た

が
、
水
道
が
引
か
れ
て
い
な
い
た
め

契
約
に
至
ら
ず
、
そ
の
後
、
問
合
せ

等
は
な
い
。

問　

小
規
模
治
山
事
業
を
林
業
振

興
費
で
予
算
計
上
し
た
理
由
は
？�

答　

災
害
復
旧
工
事
の
対
象
と
な

ら
な
い
、
民
有
林
地
の
復
旧
、
崩
壊

防
止
を
行
う
。

　

単
県
事
業
で
進
め
る
た
め
で
あ

る
。

問　

漁
業
経
営
構
造
改
善
事
業
補

助
金
の
交
付
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
？

答　

予
算
計
上
時
に
各
漁
協
か
ら

要
望
を
受
け
、
補
助
金
適
正
審
査
・

補
助
区
分
等
の
確
認
を
行
い
決
定
し

て
い
る
。

問　

国
道
・
県
道
沿
い
の
屋
外
広

告
物
に
は
、
設
置
許
可
申
請
書
の
提

出
が
必
要
で
は
な
い
の
か
？

答　

設
置
者
か
ら
の
許
可
申
請
に

基
づ
き
、
町
で
は
、
設
置
許
可
書
を

発
行
し
て
い
る
が
、
申
請
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
、
今
後
、
周
知
に
努
め

た
い
。

【
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
】

問　

浮
島
海
底
送
水
事
業
の
内
容

は
？

答　

29
年
度
に
浮
島
楽
ノ
江
に
配

水
池
を
新
設
、
30
年
度
で
は
神
浦
に

ポ
ン
プ
設
備
を
整
備
中
で
あ
る
。

　

海
底
送
水
管
部
分
は
、
直
径
75
ミ

リ
、
延
長
約
3.7
キ
ロ
で
継
手
な
し
の

１
本
も
の
と
し
て
製
作
を
す
る
。

【
下
水
道
事
業
特
別
会
計
】

問　

下
水
道
事
業
の
歳
入
増
は
難

し
い
。

　

歳
出
を
減
ら
す
具
体
的
な
施
策
は

あ
る
の
か
？

答　

県
で
は
汚
水
処
理
の
共
通
化
・

共
同
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

来
年
度
か
ら
他
市
町
と
の
協
議
会

が
予
定
さ
れ
お
り
、
共
通
化
・
共
同

化
に
つ
い
て
は
実
効
性
の
あ
る
も
の

を
取
り
入
れ
た
い
。

【
農
業
集
落
排
水
事
業

　
　
　
　
　
　
　

特
別
会
計
】

問　

事
務
機
器
借
上
げ
の
電
算
シ

ス
テ
ム
は
、
何
の
た
め
に
ど
こ
か
ら

借
り
て
い
る
の
か
？�

答　

料
金
請
求
の
た
め
、
サ
ン
ネ
ッ

ト
か
ら
借
り
て
い
る
。

【�

漁
業
集
落
排
水
事
業

　
　
　
　
　
　
　

特
別
会
計
】

問　

自
分
達
が
利
用
で
き
な
い
区

域
の
集
落
排
水
の
た
め
に
税
金
が
使

わ
れ
て
い
る
状
態
を
ど
う
考
え
る
の

か
？

答　

そ
の
こ
と
も
考
慮
し
て
、集
合

処
理
と
の
格
差
是
正
で
、合
併
浄
化

槽
の
嵩
上
げ
補
助
等
を
行
っ
て
い
る
。

【
水
道
事
業
企
業
会
計
】

問　

水
源
調
査
費
用
の
水
源
の
場

所
は
ど
こ
か
？

答　

井
戸
が
現
存
し
て
い
る
町
有

地
で
、
取
水
し
や
す
い
浅
井
戸
を
調

査
す
る
。

　

町
内
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
複
数

箇
所
を
考
え
て
い
る
が
、
最
終
的
な

調
査
箇
所
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

委
員
長　
　

平

野

和

生

建
設
環
境
常
任
委
員
会

環境生活部水道課の審査

　

各
委
員
会
の
質
疑
応
答
に
つ

い
て
は
、
主
な
も
の
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。


